
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
一
日

参

議

院

国

土

交

通

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ

る
。

一

大
規
模
な
地
震
の
発
生
に
備
え
て
、
建
築
物
の
耐
震
診
断
、
耐
震
改
修
の
促
進
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
が
、
建
築
物
所
有

者
の
負
担
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
交
付
金
を
活
用
す
る
な
ど
財
源
確
保
に
優
先
的
に

取
り
組
む
と
と
も
に
、
特
に
中
小
事
業
者
へ
の
財
政
的
、
技
術
的
支
援
に
努
め
る
よ
う
促
す
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
業
務

が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
耐
震
改
修
が
必
要
な
建
築
物
が
多
数
存
在
す
る
地
方
公
共
団
体
を
把
握
し
、
十
分
な
情
報
提
供

や
支
援
を
行
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
避
難
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
合
に
は
耐
震
化
に
係
る
助
成
率
が
高
く
な
る
こ
と
に
つ
い

て
地
方
公
共
団
体
に
周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
耐
震
診
断
が
義
務
化
さ
れ
る
大
規
模
建
築
物
等
以
外
の
建
築
物
に
つ
い
て

も
避
難
所
と
し
て
の
支
援
を
行
う
な
ど
建
築
物
所
有
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
。

二

耐
震
診
断
が
義
務
付
け
ら
れ
る
建
築
物
の
所
有
者
に
対
し
本
法
の
内
容
の
周
知
に
努
め
、
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
相
談
窓
口
を
充
実
さ
せ
、
耐
震
診
断
の
基
準
や
改
修
の
工
法
等
必
要
な
相
談
に
応
じ
ら
れ
る
体
制
を
整
備
す
る
な
ど
、
本

法
の
円
滑
な
実
施
に
万
全
を
期
す
こ
と
。



三

住
宅
・
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
際
し
て
は
、
建
築
士
・
工
務
店
等
の
地
域
の
建
設
事
業
者
の
参
画
が
図
ら
れ
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
耐
震
化
に
よ
る
安
全
・
安
心
の
向
上
と
併
せ
て
、
断
熱
化
に
よ
る
省
エ
ネ
及
び
人
の
健
康
の
維
持

増
進
や
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
に
よ
る
生
活
環
境
の
改
善
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
関
係
施
策
の
充
実
の
た
め
の
対
策
の
検
討
を
早

急
に
進
め
る
こ
と
。

四

東
日
本
大
震
災
の
際
に
、
病
院
は
救
急
医
療
の
拠
点
と
し
て
、
旅
館
や
ホ
テ
ル
は
避
難
所
と
し
て
、
多
く
の
被
災
者
を
受

け
入
れ
た
実
績
を
踏
ま
え
、
非
常
災
害
時
に
国
民
の
生
命
・
身
体
を
保
護
す
る
機
能
を
持
つ
こ
れ
ら
の
民
間
建
築
物
に
つ
い

て
は
、
耐
震
診
断
の
義
務
付
け
や
診
断
結
果
の
公
表
が
経
営
へ
の
大
き
な
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
、
必
要
な
支
援
を
積
極
的

に
行
う
こ
と
。
加
え
て
、
迅
速
に
取
り
組
ん
だ
建
築
物
所
有
者
が
不
利
に
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
公
平
性
を
確
保
す
る
観

点
か
ら
、
耐
震
診
断
の
結
果
の
公
表
の
時
期
や
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
結
果
を
用
途
ご
と
に
一
覧
に
取
り
ま
と
め
た
上

で
公
表
す
る
な
ど
、
建
築
物
の
個
別
の
状
況
や
営
業
上
の
競
争
環
境
等
に
も
十
分
に
配
慮
し
た
丁
寧
な
運
用
を
行
う
こ
と
。

ま
た
、
建
築
物
の
耐
震
性
に
係
る
表
示
制
度
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
の
選
択
に
利
用
者
が
混
乱
を
生
じ
な
い
よ
う
、
そ
の
内

容
を
十
分
周
知
す
る
こ
と
。

五

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
お
い
て
、
再
度
の
地
震
に
よ
り
建
築
物
に
大
き
な
被
害
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
ま
た
、

各
地
の
復
興
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
既
存
建
築
物
の
耐
震
診
断
、
耐
震
改
修
に
対
し
最
大
限
の
支
援
を
行
う
こ

と
。右

決
議
す
る
。


